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「副業ですぐにお金が儲かる」などとうたい教材等の購入を持ちかけ、断っても

借金させてまで強引に契約を迫る手口や、多額の金銭を支払わせるなどの被害が増

えています。 
 

事例 1  友人に誘われ、投資に関する USB 形式のソフトの勧誘を受けた。

約 50 万円と高額であり、「お金がない」と伝えたところ、「みんな

借金して契約している。儲かるからすぐに返済できる。」と言われ、

断り切れず貸金業者から借金して契約した。ソフトを使って取引

をしたが結局儲からず借金を背負い苦しい生活に追わ 
 

事例 2   投資会社の社員を名乗る男性から投資セミナーへの入会を勧誘さ

れ、自分も儲かると思い入会金を支払った。男性は「友人をこのセミ

ナーに誘えば紹介料が入る。」と言っているが、儲け話の実態がよくわ

からないのでやめたい。キャンセルできるか。 
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●「お金がない」という断り方はやめ、「興味がない」「自分には不要」等と伝え、友人

でもきっぱりと断りましょう。借金をする際、収入などの申告で、借入目的や年収に

ついてウソをつくように言われても、絶対に耳を貸してはいけません。借金をさせて

まで契約を迫る業者は悪質です。安易にクレジットカードでの高額決済や、借金をし

てお金を支払うことはやめましょう。 

 

● 契約の内容が想定していたものと異なる場合、トラブルになることがあります。 

「誰でも簡単に稼げます。」などと消費者に都合の良いことだけを強調する事業者には、

特に注意が必要です。 

 

● 言葉巧みに入会もしくは何らかの商品やサービスを購入するよう執ように勧誘し

て、その支払いを迫る事業者も存在するので、お金を支払う前にサービスの内容やそ

の商品を書面等でしっかり確認しましょう。実態や仕組みが分からないときは契約し

てはいけません。なお、クーリング・オフすることができる場合があります。 

消費者トラブル防止のために 

 
 

 

 

 

友人から「1 か月で 100 万円稼げる。儲かる仕組みを教える。」と言

われ、50 万円の教材購入を勧められた。「お金がない」と断ったら、「み

んな借金して購入している。儲かるのですぐ返済できる。」と言われ、

貸金業者にはウソの年収額を記載して借金し契約した。教材を使って

取引をしたが儲からず借金を背負い苦しい生活になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

簡単に高額収入を得られることはありません！ 

https://chibapo.pointpack.jp/
https://hinoseminar3.jimdofree.com/

